
 

令和7年4月版 

 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント利用契約重要事項説明書 

                                令和7年4月１日現在 

１ 指定介護予防支援を提供する事業者について 

事業者名称 医療法人 敬愛会 

代表者氏名 理事長 大塚久喜 

所在地 

（電話番号等） 

〒669-1333 兵庫県三田市下内神525番地の1 

電話：０７９－５６７－５１０７（代）ＦＡＸ：０７９－５５３－９５００ 

法人設立年月日 昭和５８年１１月１８日 

 

２ 利用者に対しての指定介護予防支援を実施する事業所について 

 （1）事業所の所在地等 

事業所名 広野・本庄地域包括支援センター 

介護保険指定年月日 

事業所番号 

令和５年４月１日 

２８０１２０００７８ 

事業所所在地 〒669-1353 兵庫県三田市東山897番地の2 

連絡先 電話：０７９－５６８－５７７７ ＦＡＸ：０７９－５６８－７５５５ 

営業日 月曜～金曜（祝日、１２月２９日～１月３日は休み） 

営業時間 午前８時５５分～午後５時１０分 

サービスを提供する地域 三田市（広野・本庄地区） 

   

（2）事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 

地域包括支援事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関す

る事項を定め、センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が適

切な地域包括ケアを実現すること。 

運営の方針 

・利用者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう

利用者の立場に立って支援を行います。 

・心身の状況、おかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な

保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的

に提供されるようその調整に努めます。 

・要介護状態になっても利用者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービ

スが切れ目なく提供される包括的かつ継続的なサービス体制を確立するよう

に努めます。 

 

３ 当事業所の職員 

職 人員数 職務内容 

所長・管理者 

 

 

常勤 1名 

1 従事者の管理及び利用申込みに係る調整、業務の実

施の把握等を一元的に行います。 

2 従業者に法令等規定を遵守させるため必要な指揮命

令を行います。 



 

保健師等 常勤 1名以上 主に介護予防事業及び総合相談支援業務を行います。 

社会福祉士 常勤 1名以上 主に権利擁護業務及び総合相談支援業務を行います。 

主任介護支援専門員 常勤 1名以上 
主に包括的・継続的ケアマネジメント支援業務及び 

総合相談支援業務を行います。 

介護支援専門員 常勤 1名以上  介護予防支援業務を行います。 

  

４ 提供する介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの内容 
 

内 容 提 供 方 法 保険適用 

介護予防サービス・支援

計画の作成 

 

１ 利用者の居宅を訪問し、利用者や家族に面接して情報を収集し、解決すべ

き問題を把握します。 

２ 自宅周辺地域における介護予防サービス事業者やインフォーマルサービス

事業者が実施しているサービスの内容、介護予防サービス・支援計画に位置

付けた介護予防サービス事業者の選定理由、利用料等の情報を適正に利用者

や家族に提供し、利用者に複数の介護予防サービス事業者の紹介を求めるこ

とが可能である旨の説明を行い、サービスの選択を求めます。 

３ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供にあたり、利用者等に対

して、入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するよ

う依頼します。 

４ 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供するう

えでの留意点などを盛り込んだ介護予防サービス・支援計画の原案を作成し

ます。 

５ 介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けた指定サービス等について、

保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス（自己負担）を区

分して、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者やその家族に説明し、その意

見を伺います。 

６ 介護予防サービス・支援計画の原案は、利用者やその家族と協議したうえ

で、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意を得ます。 

○ 

介護予防サービス事業

者等との連絡調整 

介護予防サービス・支援計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう介 

護予防サービス事業者等との連絡調整を行います。  
○ 

サービス実施状況の把

握・介護予防サービス・

支援計画の評価 

１ 利用者の状況把握のために概ね３か月に一度、担当職員が利用者の居宅を

訪問し面接を行います。また、サービスの評価期間が終了する月及び利用者

の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問することがありま

す。 

  ※テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用する場合は、６か月に１回

の面接となります。 

２ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出により又は 

状態の変化等に応じて介護予防サービス・支援計画の評価、変更等を行いま

す。 

○ 



 

給付管理   介護予防サービス・支援計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票・

提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、三田市に

提出します。 
○ 

相談・説明   介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。 ○ 

医療との連携・ 

主治医への連絡 
  介護予防サービス・支援計画の作成時（又は変更時）やサービスの利用時に必

要な場合は、利用者の同意を得たうえで、関連する医療機関や利用者の主治医

との連携を図ります。 

○ 

財産管理・権利擁護等へ

の対応 
  利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護につ

いて問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて、

「          」様への連絡を行います。 

－ 

介護予防サービス・支援

計画の変更 

 

  利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望した場合又は事業者が介

護予防サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して、

合意のうえ、介護予防サービスの変更を行います。 

○ 

要介護認定等にかかる

申請の援助 

１ 利用者の意思を踏まえ、要介護認定または要支援認定（以下、「要介護認定 

等」という。）の申請に必要な協力を行います。 

２ 利用者の要支援認定有効期間満了の６０日前には、要介護認定等の更新申請 

に必要な協力を行います。 

○ 

サービス提供記録の閲

覧・交付、記録の整備 

１ 地域包括支援センターは、介護予防支援等の提供内容に関する記録を行う

とともに、サービスの完結の日から５年間保存します。 

２  利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けること

ができます。（但し、複写料等の実費を請求する場合があります。） 

３ 利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の介護予防サービス・

支援計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることができます。 

○ 

担当職員の変更 

 

  地域包括支援センターの担当職員の変更を希望する場合（介護予防支援・

介護予防ケアマネジメント業務の一部を指定居宅介護支援事業者へ委託

している場合も同じです。）は、相談窓口の担当者までご連絡ください。 

○ 

その他 地域包括支援センターが提供する介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ント業務の一部を指定居宅介護支援事業者へ委託することがあります。

なお、委託先の選定については利用者及び利用者の家族の意思を尊重い

たします。また、委託先事業者の状況により委託できない場合や、特に

委託先選定に希望がない場合は、センターが定める基準により対応いた

します。 

○ 

 

５ サービスの利用料及び利用者負担（料金）              

広野・本庄地域包括支援センターの介護予防支援（介護予防サービス・支援計画の作成・変更、事業

者との連絡調整、相談説明等）については、原則として利用者の負担はございません。 

※ 介護保険適用の場合でも、利用者に保険料の滞納等がある場合には、利用者のご負担が発生したり、

一旦立替払いをしていただくことがあります。 

（サービス提供証明書を市役所の窓口に提出しますと、後日払戻しとなりますが、立替払いの場合

は、保険料の滞納期間・金額によっては一部払戻しされないことがあります。） 



 

介護予防支援及び 

介護予防ケアマネジメント 

介護予防支援等業務 4,729円 

初回加算分 3,210円 

委託連携加算分 3,210円 

 

６ 契約の終了と自動更新について 

契約の有効期間については、要支援認定の有効期間の満了日でいったん終了することとなります。 

ただし、有効期間の満了１か月前までに、利用者から契約を終了する旨の申し出がない場合には、こ

の契約は次の要支援認定の有効期間まで、また、事業対象者が要支援認定を受けた場合はその有効期間

まで自動更新されます。 

 

７ 契約期間途中での解約の場合 

解約を希望する場合は、利用者の方から解約を希望する１か月前までにお申し出ください。 

    ただし、緊急入院など、やむを得ない場合には、この限りではありません。 

 

８ プライバシーの保護 

 地域包括支援センターは、利用者にサービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はもとより、 

契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。 

また、利用者やその家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、善良な管理者の注意をもっ 

て管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。 

 ただし、当センターがサービスを提供する際に利用者や家族に関して、知り得た情報については、 

  ・サービス担当者会議などでサービスの利用調整を行う際に必要となります。 

  ・その利用には利用者の同意が必要となりますので、別紙の同意書に記名いただくことになり 

ます。 

 

 ９ 衛生管理等 

   地域包括支援センターは、当センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように下記の措置を

講じるものとします。 

（１） 当センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

６か月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 

（２） 当センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３） 当センターにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を 

定期的に実施します。 

 

10 サービス提供中における事故発生時の対応 

（１） 緊急時における確認事項 

 速やかに主治医または家族に連絡し、指示を受け対応します。 

 場合によっては、救急車を要請する場合もあります。 

 
（２）家族等、市町村への連絡方法 

 利用者の状況を的確に判断し、迅速に家族等に電話等で連絡します。 

 必要に応じ上司に報告し、指示を仰ぎます。 

 



 

11 虐待の防止に関する事項 

   地域包括支援センターは、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために下記の措置を講じるものとし

ます。    

（１） 虐待防止に関する責任者を管理者として配置します。 

（２） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について 

  職員に周知徹底を図ります。 

（３） 成年後見制度の利用を支援します。 

（４） 苦情解決体制を整備します。 

（５） 職員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を行い、研修を通じて職員の人権 

   意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

（６） サービス提供中に当センター職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等） 

   による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに関係機関に通報します。 

 

12 業務継続計画の策定等 

(１) 地域包括支援センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提

  供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

  務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

(２) 地域包括支援センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施するものとします。 

(３） 地域包括支援センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画 

の変更を行うものとする。 

 

13 身体拘束 

  （１） 地域包括支援センターは、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」 

という。）は行わないものとします。 

(２)   やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び 

    に緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

 

14 ハラスメント対策 

（１） 地域包括支援センターは、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境 

  づくりを目指します。 

（２） 利用者またはその身元引受人ないしご家族、その他関係者が当センターの職員に対して行う、 

  暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

（３） 地域包括支援センターは、利用者に対し、利用者及びセンター間の信頼間係を損壊する行為を 

なし、改善の見込みがないため、この契約の目的を達することが不可能となったときは、１か月以 

上の予告期間をもってこの契約を解除します。         

         

 15 身分証携帯義務 

    地域包括支援センター職員は、常に身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から

提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 



 

 

16 損害賠償について 

      地域包括支援センターの責任において賠償すべきことが起こった場合は、損害を賠償します。 

加入保険名 損保ジャパン 居宅介護事業者等賠償責任保険 

地域包括支援センターが提供する介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の一部を指定居宅

介護支援事業者へ委託している場合で、委託先事業所の責任において賠償すべきことが起こった場合

は、委託先事業所が加入する保険において対応します。 

 

17 サービスの苦情相談窓口   

 広野・本庄地域包括支援センターは、提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した介護予防サ

ービス・支援計画に基づいて提供された介護予防サービスに関する苦情の申し立てや相談があった場合

は、速やかに対応を行います。  

広野・本庄地域包括支援センター 

管理者  前川 勝明 

〒669-1353 

三田市東山８９７番地の２ 

電話     ０７９－５６８－５７７７ 

ＦＡＸ   ０７９－５６８－７５５５ 

三田市介護保険課認定給付係 〒669-1595 

三田市三輪２丁目１番１号 三田市役所 １階 
電話     ０７９－５５９－５０７８ 
ＦＡＸ   ０７９－５６３－１４４７ 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

 

〒650-0021 

神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１８０１号 

電話     ０７８－３３２－５６１７ 
 ＦＡＸ   ０７８－３３２－５６５０ 

 

 18 この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に提示するとともに、当該事業

所のウェブサイト（法人ホームページ等又は情報公表システム上）に掲載・公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要

事項の説明を行いました。 

 

 

令和  年  月  日 

   

               事業所  所在地                       

 

                    事業所名                   

 

                     代表者氏名                  

 

                                       説明者氏名                  

 

 

私は、本書面（及び付属別紙）により事業所から重要事項の説明を受けました。 

 

               利用者  住  所                                  

 

                    氏  名                                 

 

             署名代行者  住  所                                  

 

                    氏  名                                 

 


